


令和 8 年 5 月 19 日

（保険医療課・医療管理課扱い）

都道府県歯科医師会 御中

公益社団法人 日本歯科医師会

歯科技工所ベースアップ支援料の活用について

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

本会では、令和５年度より、日本歯科技工士会、全国歯科技工士教育協議会及

び日本歯科技工所協会との間で、歯科技工士に関する協議会を開催し、課題の共

有及び問題解決に向けた協議を行っております。

 今般、歯科技工士３団体より、「歯科技工所ベースアップ支援料の活用による

歯科技工士の処遇改善に対するご協力のお願い」とする要望書（別添）が提出さ

れました。

 歯科技工料につきましては、厚生省告示第 165号及びこれに関連する通知（別

添）のとおり取り扱われております。引き続き各歯科医療機関と委託先歯科技工

所との双方の協議により適正な歯科技工料が設定されますよう、ご配慮をお願

い申し上げるとともに、歯科技工所に所属する歯科技工士の確実な賃上げを図

る当該支援料の趣旨を踏まえ、委託先歯科技工所と連携の上で積極的に届出を

行っていただきますようお願い申し上げます。
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（別添）










